
所得税・住民税の申告フローチャート
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平成２３年１月１日から１２月３１
日までに収入がありましたか？
(この収入には、遺族・障害年金、
失業保険等の非課税の給付は含まれ
ません。)

給与所得者ですか？

勤務先から市町村に「給与支払報
告書」が提出されていますか？

給与以外の所得(年金・営業・農
業など)がありますか？

給与以外の合計所得金額は、
２０万円を超えていますか？

税務署に確定申告書を提出
してください。

市町村の国民健康保険に加入し
ていますか？

年金以外の所得(営業・農業・不動
産・一時所得等)がありますか？

所得税の確定申告をしますか？(納
付・還付など)

市・県民税の申告は不要です。

同居親族の控除対象配偶者、扶養
控除対象者になっていますか？

市・県民税の申告が必要です。

市・県民税の申告が必要です。

申告は原則不要ですが、医療・福祉等の行
政サービスの適用を受ける方は、市・県民税の
申告が必要となる場合があります。

※　このフローチャートは、一般的な例を示してあります。市・県民税の申告が不要でも、源泉徴収税額によっては、確定申告をしな
ければならない場合もあります。また、控除額が所得より大きい場合は、確定申告をしなくてもよい場合もあります。

税務署に確定申告書を
提出してください。

平成２３年度より公的年金の収入が４００
万円以下で、公的年金以外の所得が２０万
円以下の方は、確定申告をしなくても良い
事となりました。しかし、医療費控除や寄附
金控除による還付を受ける方は、税務署への申
告が必要です。

市・県民税の申告が必要です。
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